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見積参加者選考調書（特定随意契約用）

調達件名 道道札幌北広島環状線（豊平川工区）道路予備修正検討業務

発注課 建）土木部道路課

選定事業者 株式会社長大札幌支社

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　本業務は、過年度に上記業者が履行した２業務の成果に基づき、橋梁予備設計、道路予備設計
について修正を行うものである。
　本事業は、道道札幌北広島環状線の道路及び橋梁新設であり、来年度の事業着手に向けて検討
を進めているところ。
　今年度の河川管理者との協議において、架橋位置の再検討及び河川管理用通路・堤内排水の移
設に係る詳細資料を速やかに提出するよう強く求められた。
　当該路線の江別市域では、北海道が既に事業に着手し、令和18年度の事業完了を目指して事業
を進めており、札幌市も同年度の事業完了に向け、令和8年度に新規補助事業の採択により事業
に着手する予定である。
　そのためには、架橋位置に関する河川管理者との協議について、今年度中に合意形成を図る必
要があり、早期の業務発注が必要となる。
　今年度中の合意形成に向けては、速やかに設計や検討を進めたうえで河川管理者と協議を行う
とともに、北海道開発局本局協議に向けた資料調整を行う必要がある。その後、北海道開発局本
局協議を開始し、年度内には合意を経る必要があることから、過去２回の検討業務の履行実績が
あり、これまでの河川協議に同席し、本事業における河川管理者との協議経緯を熟知し、橋梁等
の検討内容を深く理解している当該事業者でなければ、限られた期間に資料を作成し、年度内に
合意形成を図ることは困難である。
　したがって、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定に基づき、上記業者を特定者
とした随意契約とする。

根拠法令 地方自治法施行令第167条の２第１項第２号


